
差出人：

送信日時：

宛先：

浦山保洋(東京高裁広報）〈’ ｜〉
2019年1月9日水曜日13:05

03東京地裁総務課（広報）；05横浜地裁総務課（広報）；07さいたま地裁

総務課（広報）；09干葉地裁総務課（広報）；11水戸地裁総務課（広

報）；13宇都宮地裁総務課（広報）；15前橋地裁総務課（広報）；17静

岡地裁総務課（広報）；19甲府地裁総務課（広報）；21長野地裁総務課

（広報）；23新潟地裁総務課（広報）；04東京家裁総務課（広報）ノ06

横浜家裁総務課（広報）；08さいたま家裁総務課（広報）；10千葉家裁総

務課（広報）；12水戸家裁総務課（広報）；14宇都宮家裁総務課（広

報）；16前橋家裁総務課（広報）；18静岡家裁総務課（広報）；20甲府

家裁総務課（広報) ;22長野家裁総務課（広報) >24新潟家裁総務課

（広報）

02-3-2（東京高総）補佐渋木 紀道;02-3-3（東京高総）広報係長中

村英章;02-3-5（東京高総）広報係主任水野飛鳥;02-3-4（東京高

総）広報係大庭渉

【東京高裁調査依頼】（機密性Z)(報告期限: 2/15)見学者人数の調査

CC:

件名：

について

01事務連絡(H30見学者人数等調査) .doc; 02庁名【人数調査】.xIsx添付ファイル：

管内地方裁判所事務局総務課 御中

管内家庭裁判所事務局総務課 御中

いつもお世話になっております。

最高裁広報課から標記の人数調査について，添付のとおり事務連絡が送付

されました。

本件調査は見学者数の動向を把握するとともに，パンフレット等の適切な

発行部数を決定するための基礎資料となるものですので，その趣旨を御理解

の上，御協力をお願いいたします。

なお，当庁への報告期限等は以下のとおりとさせていただきます。

おって、調査結果について，後日確認させていただく場合がありますの

で御承知おきください。

御不明な点がございましたら，当職までお問い合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

1 報告期限 2月15日（金）

ｊ
ｊ

2 送付先 宛先；広報係 浦山（

CC:広報係長 中村（

3 ファイル管理のための協力依頼

悩

■
ｒ
ｌ
ｇ
■送信するファイル

としてください（例 l)｡
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平成31年1月8日

高等裁判所事務局総務課長 殿

最高裁判所事務総局広報課課長補佐 金 杉 廣 記

裁判所見学者の人数の調査について（事務連絡）

見学者用パンフレット「裁判所ナビ｣,傍聴者用リーフレット「法廷ガイド」，

広報冊子「裁判員制度ナビゲーション｣等を配布する際の資料としますので，貴庁

並びに貴庁管内の地方裁判所及び家庭裁判所における標記の人数について別紙要領

のとおり調査し，平成31年2月22日（金）までに回答してください。

なお，本件調査の趣旨を踏まえ，パンフレット等の使用については計画的に行っ

ていただくとともに，適切な在庫管理を励行していただきますよう管内への指導を

、

1

含めてよろしくお願いいたします。

色
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（別紙）

見学者人数調査要領

1 調査事項

平成30年1月から同年12月までの1年間における裁判所見学者の人数（一

般及び学生のそれぞれについて，支部等を含めた管内全体での人数）

2 回答方法

(1) 回答形式

別添エクセルファイルに各庁の調査結果を入力し， り回答する。メールによ

(2) メール送付先

メーリングリ ）」 あて（リングリスト「最高裁広報課広報係
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I- J_E_ －‐~一一差出人：

送信日時：

宛先；

浦山保洋（東京高裁広報）＜

2019年1月11日金曜日16:04

03東京地裁総務課(広報)i05横浜地裁総務課(広報川07さいたま地裁

総務課（広報)iO9千葉地裁総務課（広報) ;11水戸地裁総務課（広

報) jl3宇都宮地裁総務課（広報) il5前橋地裁総務課（広報) jl7静

岡地裁総務課（広報) jl9甲府地裁総務課（広報) i21長野地裁総務課

（広報）ノ23新潟地裁総務課（広報）j04東京家裁総務課（広報）j06

横浜家裁総務課（広報）ノ08さいたま家裁総務課（広報）ノ10千葉家裁総

務課（広報）〉12水戸家裁総務課（広報）；14宇都宮家裁総務課（広

報) il6前橋家裁総務課（広報) ;18静岡家裁総務課（広報) j24新潟

家裁総務課（広報）

02-3-2（東京高総）補佐渋木 紀道;02-3-3（東京高総）広報係長中

村英毫02-3-5（東京高総）広報係主任水野飛烏02-3-4（東京高

総）広報係大庭渉

【東京高裁調査依頼】（機2）（報告期限:1/25）平成31年度の広報経費

にかかる調査について

01広報経費調査事務連絡doc; 02 [H31調査様式】（職員旅費･諸謝金･憲

CC:

件名：

添付ファイル：

法週間法の日週間庁費) .xIs

管内地方裁判所事務局総務課 御中

管内家庭裁判所事務局総務課 御中（甲府 長野を除く。）

いつもお世話になっております。

標記の広報経費について，最高裁広報課からの調査依頼に基づき，添付の

とおり事務連絡を送付させていただきます。

当庁への報告期限等は以下のとおりとさせていただきます。

おって、調査結果について．後日確認させていただく場合がありますので

御承知おきください。

御不明な点がございましたら，当職までお問い合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

1 報告期限 1月25日（金）

く
く

’
2 送付先 宛先：広報係長 中村

広報係 浦山

１
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Q』

3 ファイル管理のための協力依頼Ｉ剛 一 _ －－ー
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平成31年1月11日

地方裁判所事務局長 殿

家庭裁判所事務局長 殿

東京高等裁判所事務局総務課長 田 内 丈 青

広報経費にかかる調査について（事務連絡）

最高裁判所事務総局広報課から，平成31年度における広報経費の示達方法等を

検討するための調査協力依頼がありました。

ついては，下記1の調査事項について調査の上，本メールに添付したエクセルフ

ァイルの一覧に数値等を入力し，1月25日（金）までに，当課広報係長中村

I I及び広報係浦山(|

■宛てにメール送信してください。

｜
｜

’

なお，裁判員制度10周年に関する広報企画として個別に上級庁へ照会している

ものや平成30年12月6日付け刑事局第一課課長補佐メール「裁判員制度10周

年の広報企画について」で報告された企画のうち，本件調査において対象となる広

報経費（諸謝金，憲法週間。「法の日」週間の広報行事として発生する会場借料等）

については，改めて計上した上で報告してください。

また，広報経費については，費用対効果の検証が求められているとともに，調査

後は，調査結果を踏まえて通知される執行可能予算額の範囲内での執行を求められ

ることから，各庁におかれては，真に必要な経費を計上するとともに，報告漏れの

無いようお願いします。

おって，広報課から下記2のとおり補足説明がありましたので，御留意ください。

記

1 調査事項

（1） 平成31年度の次の経費の執行見込額等



ア 裁判員制度広報のための経費（職員旅費）

イ 広報経費としての諸謝金

ウ 憲法週間・「法の日」週間行事経費（庁費（会場借料等））

（2）平成30年度の次の経費の執行実績額

裁判員制度広報のための経費（職員旅費）。今後，年度内に執行予定のもの

を含む。

2 広報課補足説明

(1)裁判員制度広報のための職員旅費については，上記1 (1)において執行見込額

として計上された金額を参考にして，平成31年度当初に各庁に示達する予定

であるが，予算との兼ね合いもあり，全額示達できるとは限らないことを御了

解いただきたい。

（2）諸謝金及び憲法週間・「法の日」週間行事経費（庁費（会場借料等））の示

達の概要等については，以下のア，イ記載のとおりとすることを予定しており，

これは今年度と同様である。なお，今回の調査の目的は，広報課において予算

の管理上広報行事に係る経費の概要を把握するためのものであり，来年度の示

達依頼等において今回と異なる金額を計上することは差し支えない。

ア 諸謝金について

最高裁は，今回の調査に対する回答を参考に，各高裁管内における執行可

能予算額を年度当初までに通知する｡各高裁は管内の裁判所の必要に応じて，

執行可能予算額内で最高裁に対して示達依頼をし，最高裁はこれに基づいて

各庁に示達する。

イ 憲法週間・「法の日」週間行事経費（庁費（会場借料等））について

憲法週間行事経費については3月初旬に，「法の日」週間行事経費につい

ては7月上旬に，それぞれの行事における執行予定を広報課から照会し，こ

の回答に基づいて各庁に示達する。



(1)裁判員制度広報のための経費(職員旅費)見込額等調査 東京高裁

H31 .4～新元号2 (2020).3の執行見込みH30.4～H31 .3の執行実績(執行予定を含む｡）※

額 ’ 裁判官派遣 ｜ 一般職派遣
立:円）｜ 回数 ｜ 人数 ｜ 回数 ｜ 人数
金額

(単位円）
金額

(単位:円）
内訳(積算根拠等）

東京高裁

東京地裁
横浜地裁
さいたま地裁
千葉地裁

水戸地裁

宇都宮地裁
前橋地裁
‘静岡地裁

甲府地裁
長野地裁
新潟地裁
東京家裁
横浜家裁
さいたま家裁

千葉家裁
水戸家裁
宇都宮家裁

前橋家裁
静岡家裁

新潟家裁

東京高裁管内合計 0 0 0 0 0 0
で 一

一

※ICカードや官用車を利用したため旅費等の発生はない
が,裁判官等を派遣した裁判員制度広報行事(出張説明
会等)がある場合も記載する。
(例）

｜
I

金額

(単位:円）
0

裁判官派遣

回数
2

“

一般職派遣

回数
2

人数
4



(2)広報経費としての諸謝金及び憲法週間･｢法の日｣週間行事経費(庁費(会場借料等))見込額調査 東京高裁
■ ．＝一一一

諸謝金(H31 .4～新元号2 (2020) .3の執行見込み） 憲法週間行事(庁費)(執行見込み） ｢法の日｣週間行事(庁費)(執行見込み）'

金額
(単位:円）

金額
(単位:円）

金額
(単位:円）

１
１

内訳(積算根拠） 内訳(積算根拠） 内訳(積算根拠）

東京高裁東京高裁

東京地裁東京地裁

横浜地裁横浜地裁

さいたま地裁さいたま地裁

千葉地裁千葉地裁
水戸地裁水戸地裁

宇都宮地裁
前橋地裁
宇都宮地裁
前橋地裁

静岡地裁静岡地裁

甲府地裁

長野地裁
新潟地裁

甲府地裁

長野地裁
新潟地裁
東京家裁東京家裁
横浜家裁横浜家裁
さいたま家裁さいたま家裁

千葉家裁
水戸家裁
千葉家裁
水戸家裁

宇都宮家裁宇都宮家裁
前橋家裁前橋家裁

静岡家裁静岡家裁

新潟家裁

東京高裁管内合計

新潟家裁

0 0 0



浦山保洋(東京高裁広報）〈｜ － 一 一~- _I>
2019年1月18日金曜日8:39

03東京地裁総務課（広報）》05横浜地裁総務課（広報) jO7さいたま地裁

総務課（広報）j09千葉地裁総務課（広報）j11水戸地裁総務課（広

報）ノ13宇都宮地裁総務課（広報）j15前橋地裁総務課（広報）j17静

岡地裁総務課（広報) il9甲府地裁総務課（広報) }21長野地裁総務課

（広報) j23新潟地裁総務課（広報) ;04東京家裁総務課（広報) jO6

横浜家裁総務課（広報））08さいたま家裁総務課（広報）；10千葉家裁総

務課（広報）j12水戸家裁総務課（広報）；14宇都宮家裁総務課（広

報）j16前橋家裁総務課（広報) jl8静岡家裁総務課（広報) )24新潟

家裁総務課（広報）

02-3-2（東京高総）補佐渋木 紀道02-3-3（東京高総)広報係長中

村英毫02-3-5(東京高総)広報係主任水野飛鳥02-3-4（東京高

総）広報係大庭渉

【東京高裁情報提供】（機2）（報告期限:1/25）平成31年度の広報経費

差出人：

送信日時：

宛先：

CC:

件名：

にかかる調査について

広報経費照会応答.XIsx添付ファイル：

管内地方裁判所事務局総務課 御中

管内家庭裁判所事務局総務課 御中（甲府 長野を除く。）

いつもお世話になっております。

標記の経費について，下記○Mで調査依頼をさせていただいている

ところですが ある庁から裁判員等経験者の謝金や旅費について照会

を受け，回答した事項をメモにまとめましたので，報告いただく際の

参考にしていただきますようお願いいたします。

お手数をお掛けしますが．何卒よろしくお願いいたします。

※ 本メールは既に御報告いただいた庁にも参考送付しております。

◆－…･…．.。。.。。・・ ……･－◆

東京高等裁判所事務局総務課広報係

■厩噸罵L)
｜’

浦m

’
TEL
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◆－ －◆

----0riginal Message---

From :浦山保洋(東京高裁広報) [mai'tol
Sent : Friday. January ll, 2019 4: 04 PM

To: 03東京地裁総務課(広報)4 2；
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ごI酢:'9甲府地裁総
裁総務課（広報）

く
■
■

） 〈

卜 23新潟地裁総

ｑ
ｌ
Ｉ>；21長野地

務課（広報）

1－－－－－－－－ 、 ト;04東京家裁総務課(広報）
06横浜家裁総務課（広報）

~- :I〈

ドーコ,水具鰭瀞
裁総務課（広報）

さいたま家裁総務課（広報）

）

I
－

；12水戸 14宇都宮家

r~- FM｣#
Cc : 02-3-2 (東京高総） 補佐 渋木 紀道

広報係長 中村 英章

曇隆 綿

j PI81鯛蕊篝驚漁季）
卜4家裁総務課（広報）

廻
両
■
口
。

一一一 －

02－3－3（東京高総P

〕

＝｡

水野 飛鳥

隆 畔鴫繍報騨臺。
Subj ect :【東京高裁・調査依頼】（機2)(報告期限1 /25)平成31f
て

年度の広報経費にかかる調査につい

管内地方裁判所事務局総務課 御中

管内家庭裁判所事務局総務課 御中（甲府，長野を除く。）

いつもお世話になっております。

標記の広報経費について，最高裁広報課からの調査依頼に基づき．添付の
とおり事務連絡を送付させていただきます。

当庁への報告期限等は以下のとおりとさせていただきます。

おって，調査結果について，後日確認させていただく場合がありますので

御承知おきください。

御不明な点がございましたら 当職までお問い合わせください。

何卒よろしくお願いいたします。

1 報告期限 1月25日（金）

１
１

2 送付先 宛先：広報係長 中村（

広報係 浦山（
一

3 ファイル管理のための協力依頼

’1■■
’（例

送信するファイル名は，

『こしてくださ‘
_’

、一一 － 一 一弓 一 一
l

｣

一一 一 一一一 一 一

幸一 一一 ．一一 一一一

◆－－－－－． ･ …．．。．・・・・ ・ …･･･－－－－◆

東京高等裁判所事務局総務課広報係

(内線:■
|(ダイヤルイン）

浦山 保洋

１
１

TEL

Mail
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回答照会事項No

左記の謝金及び旅費は､今回の調査対象ではない

ため,計上の必要はない。
出前講義に講師として参加いただくことを予定してい
る場合,裁判員等経験者の謝金及び旅費について，
今回の調査に計上するのか。

1

計上する。憲法･法の日週間行事に講師として参加いただくこと
を予定している場合,裁判員等経験者の謝金及び旅
費について,今回の調査に計上するのか。

2

調査様式(2)｢諸謝金｣の項目に計上する｡内訳欄に，

①支払目的｢例;憲法週間における裁判員等経験者
に対する諸謝金｣,②実施予定日,③実施時間,④
支払区分,⑤人数⑥小計を記載する。
※ 支払区分について,広報課が明示したものはな
いが,基準としては, 30.7.3 1付けで刑事局が示したも
の｢謝金の標準支払基準｣(平成27年3月6日付け

各府省申合せ)の(2)講演等謝金の区分⑦があるの
で参考にされたい。

No.2の照会のうち,謝金の計上箇所及び計上方法は

どうするのか。

3

調査様式(1)｢執行見込み｣の項目に計上する｡内訳
欄に,①支払目的『例;憲法週間における裁判員等
経験者に対する旅費｣‘②実施予定日,③支払算出
根拠⑤人数,⑥小計を記載する。
※ 職員に支給する旅費金額と裁判員等経験者に支

給する旅費金額が判別できるよう記載する。

N5画の照会のうち,旅費の計上箇所及び計上方法は
どうするのか。
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